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平成 29 年 1月:例会次第（平成 29年 1 月 28日開催） 
 
１、会長挨拶 

 

 

 

2、報告事項 
 

【総  務  部】 

【会員の状況】 平成 28 年 12月 
（1）   入会者：なし。 

     退会者：なし。  

      異 動： なし。 

          

（２） 会員の状況（28年 12 月） 

       Ａ会員：134 名、 Ｂ会員：157名、  合計：291名  

 

 

【総  務  部】 

（1）紹介状の無い方の初診・再診時の加算料の改訂について  （総務資料 1）ﾈｯﾄＰ.1 

  ・滋賀県立成人病センター 

 

（2）診療報酬請求における保険者からの再審請求の期間（いわゆる「再審請求にお

ける 6 ヶ月問題」）について               （総務資料 2）Ｐ.2 

 

（3）各地域職域医師会入退会報告について          （総務資料 3）Ｐ.3 

 

（4）平成 28年度 子ども予防接種週間の実施について     （総務資料 4）Ｐ.5 

  ・今年の「子ども予防接種週間」は平成 29年 3月 1日（水）～3月 7日。 

 

（5）会員医療機関の閉院時の対応について          （総務資料 5）Ｐ.9 

  ・会員の死亡等により閉院した場合に通知頂きたい事項。 

 

（6）高齢者のための在宅医療推進を考える県民公開講座の開催について 
（総務資料 6）Ｐ.11 

 

（7）平成２９年度会費について 
標記について、平成 28年 12月 8日に開催した第 208回臨時代議員会において、決議承認さ

れました。 

会員の皆様には、平成 29年度会費の納入につきご理解ご協力をお願いします 

 
平成２９年度滋賀県医師会会費について 

１．滋賀県医師会会費徴収規程第３条に定める、満年齢による定額会費額並びにＡ会員の減額

会費額を次のとおりとする。 
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会員区分 75歳未満 75〜82歳 83歳以上 

A会員 年額 21 万円（毎期 7 万円） 年額 12 万円（毎期 4 万円） 0 

減額適用 A会員 年額 12万円（毎期 4万円） 年額 6万円（毎期 2万円） 0 

B会員 年額 3.6万円（毎期 1.2万円） 年額 1.8万円（毎期 0.6万円） 0 

C会員 0円  
 

２．滋賀県医師会会費徴収規程第４条に定める、Ａ会員の減額会費適用条件を次のとおり

とする。 

  第１項：前年度１月１日における在籍会員数が６名以上の私的病院を開設または管理する

会員。 

  第２項：前年（度）分の医業収入額が、満年齢７５歳未満の会員にあっては３千万円未満、 
７５歳以上８３歳未満の会員にあっては５百万円未満の会員。 

※在籍会員数が６名以上の私的病院を開設または管理する会員医療機関には、別途郵送にてご

案内いたします。 

 
（8）平成２９年度会費減額申請について 

滋賀県医師会会費徴収規程第４条第 2 項に定める「Ａ会員の会費の減額」について、申請

する会員は以下をご確認のうえ対応願いたい。 

1. 申請締日：平成２９年３月２１日  ※当日消印有効 

2. Ａ会員の減額会費適用条件： 

第 2項：前年（度）分の医業収入額が、満年齢 75歳未満の会員にあっては 3千万円  

未満 

  75歳以上 83歳未満の会員にあっては 5百万円未満の会員 

3.申請方法 

 

滋賀県医師会報１月号に掲載する会費決定通知を確認のうえ、申請書様式をコピーして、

必要事項を記入し郵送にて滋賀県医師会事務局へ提出してください。 

    なお、滋賀県医師会 HP 会員専用ページからも会費減額申請書様式はダウンロードできま

す。 

http://www.shiga.med.or.jp/ 

 

（9）第 47 回滋賀県公衆衛生学会の参加について        （総務資料 7）Ｐ.13 

 

（10）「改正医療法及び持分なし医療法人への移行計画の認定制度に関する説明会」

の開催について（お知らせ）              （総務資料 8）Ｐ.20 

 

（11）新高齢者講習制度に係る広報資料の掲示等について（依頼）（総務資料 9）Ｐ.23 

   ・各診療所 100部配布。 

 

（12）改正道路交通法施行にかかる説明会について      （総務資料 10）Ｐ.26 

 

（13）認知症に係る診断書提出命令制度の円滑な運用のためのご協力のお願いに 

ついて                      （総務資料 11）Ｐ.32 

 

http://www.shiga.med.or.jp/
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（14）湖南広域休日救急診療所の診療状況について      （総務資料 12）Ｐ.34 

 

（15）草津市健幸都市基本計画案に係るタウンミーティングの開催について 
（総務資料 13）Ｐ.37 

 

（16）子育てワンストップサービスの導入に向けた検討について（総務資料 14）Ｐ.39 

 

（17）地域医療公開研修会 第 6回 検査部セミナーの開催について（総務資料 15）Ｐ.46 

 

（18）アクティブウェルネスフォーラム in滋賀開催について  （総務資料 16）Ｐ.47 

 

（19）腎臓病患者保存期学習会「透析を遅らせるために」開催について 
（総務資料 17）Ｐ.49 

 

 

（20）平成 28 年度滋賀県立小児保健医療センター遺伝カウンセラー研修事業の実施

について                       （総務資料 18）Ｐ.50 

（21）医師会会員ページ閲覧時のパスワード配布について    （総務資料 19）Ｐ.53 

   ※1月分例会資料に同封。 

 

（22）「平成 28年度 在宅医療・介護連携推進事業 医療・介護関係者向け研修」の開

催について（ご案内）                 （総務資料 20）Ｐ.54 

 

（23）平成 28年度 第 2 回肺がん検診従事者講習会の開催について（総務資料 21）Ｐ.57 

 

（24）平成 28 年度 消化器（胃）がん検診従事者講習会の開催について 
（総務資料 22）Ｐ.60 

 

（25）平成 29年度 湖南広域休日急病診療所 当番医について   （総務資料 23）Ｐ.63 

 

（26）平成 28年度二次小児救急診療委託当番日の変更について  （総務資料 24）Ｐ.64 

 

 

【学  術  部】 

［医  療  安  全］ 

（1）医薬品の使用等に関する医療安全対策について 

  医療機関における医薬品の使用については、看護師等のカリウム製剤の誤投与による死亡事

案など、患者の生命にかかわる医療事故が複数回発生し、依然として医薬品による医療事故

等の情報が報告されている。 

  ついては、特に事故の発生により患者に及ぼす影響が大きい医薬品の誤投与・誤使用等を防

止するため、医薬品の保管、処方・指示、調剤及び投与に至る一連の業務においては、個々の

医療者が確認等を行うのみではなく、医療機関において組織的に医療安全対策の取組強化が図

られるよう、手順や対策等について、周知徹底をお願いしたい。 

 なお、急速静注が禁止されているカリウム製剤を、静脈ラインから急速静注した事例が 5件

報告されている（集計期間：2011年 1月 1日～2014年 11月 30日）。以下を参考に対応してい

ただきたい。 

①投与指示（投与量、投与方法、投与速度）のルールを守る。 

②薬剤マスタのカリウム製剤名に「点滴専用」や「要希釈」などと記載する、カリウム製剤

の払い出しに製剤と一緒に「急速静注禁止」の紙を入れる、など注意喚起を行う。 

③プレフィルドシリンジ型製剤の剤形の目的を理解し、使用時は注射器に吸い取らない。 
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（2）デュロキセチン塩酸塩製剤の使用に当っての留意事項について 

  本剤は、自殺念慮、自殺企図、敵意、攻撃性等の精神神経系の重篤な副作用が発現するリ

スクがあることが知られている。今般、本剤について、「変形性関節症に伴う疼痛」に係る効

能が承認されたことを踏まえ、特に以下の点について留意いただきたい。 

①本剤の適正使用に関して、添付文書を参照のうえ、特段の留意をお願いしたい。 

②変形性関節症に伴う疼痛に対する本剤による治療は対症療法であることから、本剤を漫然と

投与しない。 

③処方医は、安全対策の主旨を理解した上で処方を開始する。 

 

（3）アプレミラスト製剤の使用に当っての留意事項について 

 今般、本剤について、「局所療法で効果不十分な尋常性乾癬、関節症性乾癬」を効能又は効

果として承認された。本剤は、承認審査において提出された非臨床試験及び臨床試験で催奇形

性は認められていないが、非臨床試験において胚・胎児毒性を有することが示されており、妊

娠又は妊娠している可能性のある女性への投与は禁忌とされていることから、その使用に当っ

ては、以下の点について留意いただきたい。 

①本剤の禁忌：本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者、妊娠又は妊娠している可能性の

ある女性 

②妊婦、産婦、授乳婦等への投与：本剤は妊産婦、授乳婦に対する安全性は確立していない。 

詳細は添付文書をご確認願いたい。 

 

（4）経鼻栄養チューブの誤挿入について 
     日本医療機能評価機構から、経鼻栄養チューブを誤って気道に挿入していたが、気泡音の

聴取のみで胃内にチューブが入ったと判断し、栄養剤や内服薬を注入した事例が 11件報告さ

れているとの通知があった（集計期間 2013年 1月 1日～2016年 10月 31日）。 

 ついては、以下を参考に対応していただきたい。 

①経鼻栄養チューブの挿入後、胃内容物を吸引して胃内に入ったことを確認する。 

胃内容物が吸引できない場合、エックス線撮影によりチューブの先端の位置を確認する。 

 

【保  険  部】 

《保険関係連絡事項》 

 (1) 使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正等について 【日医発第 1050号（保

220）】 

    （概要は県医師会報１月号「保険」のページ P.42～P.44に掲載済）（詳細は日医雑誌

２月号を参照） 

 

 (2) 使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正等について 

【日医発第 1049号（保 219）】 

    （概要は県医師会報１月号「保険」のページ P.44～P.45に掲載済）（詳細は日医雑誌

２月号を参照） 

 

 (3) 使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正について（平成 28年度緊急薬価改定） 

 【日医発第 967 号（保 209）】 

    （概要は県医師会報１月号「保険」のページ P.45～P.46に掲載済）（詳細は日医雑誌

２月号を参照） 

    ※日医ホームページのメンバーズルーム内、医療保険の「医薬品の保険上の取扱い

等」のコーナーに掲載される予定 

      http://www.med.or.jp/japanese/members/iryo/iyaku/ 
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 (4) 検査料の点数の取扱いについて 【日医発第 1046号（保 216）】 

    （新たに保険適用が認められた検査−平成 28年 12月 1日適用−） 

    （県医師会報１月号「保険」のページ P.47～P.48に掲載済）（日医雑誌月号掲載予定） 

   ※厚生労働省ホームページに掲載済 
     http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T161201S0040.pdf 
      
   ※日医ホームページのメンバーズルーム内、医療保険の「新たに保険適用が認められた

検査・医療機器等」のコーナーに掲載される予定 
     http://www.med.or.jp/japanese/members/iryo/tekiyo/ 
 

 (5) 材料価格基準の一部改正等について 【日医発第 1047号（保 217）】 

  （新たに機能区分及び保険償還価格が設定された医療機器等−平成 28年 12月 1日適用−） 

    （詳細は日医雑誌２月号を参照） 
   ※日医ホームページのメンバーズルーム内、医療保険の「新たに保険適用が認められた

検査・医療機器等」のコーナーに掲載される予定 

     http://www.med.or.jp/japanese/members/iryo/tekiyo/ 

 

 (6) 児童福祉法の規定に基づく療育の給付、措置等に係る医療の給付に関する取扱

いについて 【日医常任理事通知（保 207）（地Ⅲ197）】 

    （概要は県医師会報１月号「保険」のページ P.48～P.49に掲載済） 

 

 (7) 医療機器の保険適用について（平成 28 年 12月１日保険適用分）について 

【日医発第 1048 号（保 218）】 

 

 (8) 原子爆弾被爆者健康手帳の無効について 

   滋賀県健康医療福祉部長通知 
 

    手帳番号   無効年月日   無効事由        備 考 

    001326-8  H28.12.19   紛失のため   当該手帳紛失者は大津市中庄在住 

    （県医師会報１月号「保険」のページ P.49 に掲載済） 

 

 (9) 小学校４年生から６年生にかかる「子ども医療費助成制度」(大津市福祉医療

費助成制度)拡充に伴うご協力とお願いについて 【大健保医第 219号】 

    （県医師会報１月号「保険」のページ P.49 に掲載済） 

 

 (10) 平成 29年度の酸素の購入価格に関する届出について（近畿厚生局滋賀事務所） 

    （概要は県医師会報１月号「保険」のページ P.50 に掲載済） 

    ・酸素を使用した診療を行う保険医療機関 は、本年 2月 15日(水)までに近畿厚生局滋賀事務所あて提出

のこと 

    ・近畿厚生局ホームページ（http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/）の『新着情報』から様式(エクセ

ル版又は PDF版)をダウンロードして使用 

    ※ 酸素を使用した診療を行う保険医療機関は、当該年の 4 月 1 日以降の診療に係る費用の請求に当た

って用いる酸素の単価並びにその算出の根拠となった前年の 1 月から 12 月までの間に当該保険医療機

関が購入した酸素の対価及び酸素の容積を、当該年の 2 月 15 日までに地方厚生(支)局長に届け出る必

要がある。 

      なお、新規医療機関の指定を受けた場合等においては、随時届け出る必要がある場合があるので、

詳しくは近畿厚生局滋賀事務所へ （TEL 077-526-8114） 

     ※酸素の使用がなく、酸素の購入がない場合は提出の必要はない 
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※窒素 の購入価格に関する届出の必要はない 

 

 (11) 予防接種の費用の取扱い、および抗インフルエンザ薬を予防目的で投与する際

の留意点について（県医師会報１月号「保険診療Ｑ＆Ａ」のページ P.57 に掲

載済） 

 

 

〔研修会関係〕 

(12) 平成 28 年度難病指定医・協力難病指定医研修会（H29.2.26）について 
 

   日時：平成 29年２月２６日（日）午後１時～ 

   会場：県立成人病センター 研究棟 研究所講堂 
 
   ※難病指定医の番号の３桁目の記号が「Ｐ」となっている先生で、H28.2.21 又は

H28.6.30 の指定医研修会を受講されなかった先生は、今回受講されないと

H29.3.31 をもって難病指定医の指定が取り消されるので、今後新規申請時の指定

難病の臨床調査個人票を作成される可能性のある先生は、今回必ず受講いただきた

い。 

    ⇒問い合わせ先 

      滋賀県障害福祉課 障害認定・難病係  TEL（直）077-528-3547・3543 

 

(13) 保険診療研修会（自主指導）の日程について 

    と き：平成 29 年３月４日（土） 14：30～17：00       

    ところ：びわ湖大津プリンスホテル 
    内 容：①ピア・レビュー（14：35～15：20） 
           保険診療上の留意事項について 
          「個別指導の指摘事項から見た日常診療での留意点」 
                    滋賀県医師会 中村 真人 理事 
        ②特別講演（15：20～） 
          「2018 年度の診療報酬・介護報酬同時改定を見据えた日医の考え方につい

て（仮題）」 
                    日本医師会  中川 俊男 副会長 

〔その他〕 

(14) 滋賀県立成人病センターにおける「紹介状がない方の初診・再診時の加算料」

の改定について 
 

【公 衆 衛 生 部】 

［地  域  保  健］ 

（1）新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく特定接種の登録申請に係る受付

期間の延長について 
 今般、厚生労働省から登録申請に係る受付期間の延長について下記のとおり通知があった

のでご確認願いたい。 

 ○登録スケジュール 

   登録申請または報告の締切   平成 29年 3月 17日（金） 

 ○登録申請等 

 先に特定接種管理システムからＩＤおよび、パスワードの送信があった事業者につい

ては、登録の内容を確認いただき、修正が必要な場合は、修正登録願いたい。 

 新規開設等でＩＤおよびパスワードの付与を受けていない事業者は、特定接種管理シ

ステムの「初めての方へ」からＩＤおよびパスワードの付与をお受け願いたい。 

   ○特定接種管理システム（一般ユーザー）ＵＲＬ 
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https://tokuteisessyu.jp/Vaccine2/login.jsp 

   ○特定接種（医療分野）登録関係資料掲載ＵＲＬ  

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-k

ansensh 

ou/infulenza/tokutei-sesshu.html 

   ○特定接種管理システム操作に関する問い合わせ先（ヘルプデスク） 

    電話：03-5510-3318 

    メール：tokuteisessyu@tokuteisessyu.jp 

 

  

4.平成 29年 1月以降の行事予定表             （総務資料 25）Ｐ.66 

 

5.講演会・研修会等のご案内                （総務資料 26）Ｐ.71 

 

6.当医師会２月行事予定                  （総務資料 27）Ｐ.72 

 

 

 

☆★☆ 医協連絡事項 ☆★☆ 
 

≪『医師賠償責任保険』満期更改および改定のご案内≫ 
多くの先生方にご加入頂いております「医師賠償責任保険」ですが、毎年 4 月 10 日に満期更改となり

ます。   当組合ではマイナンバー制度に対応した個人情報漏えい保険を始め、医療機関における

様々な賠償リスクに対応するためのオプションや併売商品をご用意しておりますので、是非この機会にご

検討下さい。 

未加入者様へ 新規加入のご案内を 1月末に送付させて頂きます。 

ご加入者様へ 更改案内を 2月初旬に送付いたします。 ご変更等がない場合は自動更新となります。 

■改定内容（改定日：平成 29年 4月 10日より） 

①医療施設特約の免責金額廃止（免責額 1,000 円 → なし） 

②医療従事者 A・B人数方式を廃止 ※保険料算出基礎を病床数や診療所数に変更となります。 

③医療従事者の対象職種の拡大 

※現行の対象職種に加え、「栄養管理士、歯科衛生士、歯科技工士、精神保健福祉士、薬剤師、 
介護福祉士、社会福祉士、救急救命士」が追加されます。 

 
 

≪株式会社大垣書店「外商お得意様カード」のご案内≫ 
株式会社大垣書店の「外商お得意様カード」について大変ご好評をいただいております。店頭に

て提示いただくことで、書籍、雑誌、CD、DVD、雑貨等が 5％割引となります。ご家族のカードを

複数枚作成することも可能です。また代金は組合登録口座からひと月分をまとめて請求させてい

ただくので大変便利です。詳細については医協ニュース 1月号をご覧ください。 

 
≪第 51 期通常総代会のご案内≫ 
「滋賀県医師協同組合 第 51期通常総代会」は下記の日程で開催を予定しております。 

各地域医師会から選出された総代の先生方におかれましてはご出席をお願いいたします。 

また総代以外の組合員の先生方におかれましても、オブザーバーとして総代会にご参加いただけ

るよう準備をしておりますのでよろしくお願いいたします。 

開催日 平成 29 年 5月 20日（土） 

会 場 クサツエストピアホテル 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansensh
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansensh
mailto:tokuteisessyu@tokuteisessyu.jp
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～滋賀県医師協同組合に未加入の先生方へ 

当組合へご加入頂くことで、様々な組合メリットをご利用頂けますので是非ご検討下さい。 

またご存知ない先生方がいらっしゃいましたらご紹介ください。 

加入要項 

①滋賀県内の開業医（正組合員） 

②滋賀県内の病院または診療所に勤務する医師（勤務医部会員） 

ご加入時に出資金（預り保証金）1万円をお預かりさせていただくだけで賦課金・会費等は一切

ございません。なお、出資金（預り保証金）は組合脱退時にご返金させて頂きます。 

＊詳しくは当組合まで（０７７－５１６－８６６０）までお問い合わせください。 
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